
平成29年８月29日

PPP/PFI活用推進に向けた取組み

内閣府 民間資金等活用事業推進室（ＰＦＩ推進室）

資料２



１．ＰＰＰ/ＰＦＩの現状 - ＰＦＩ事業の実施状況①
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（注１）事業数は、内閣府調査により実施方針の公表を把握しているPFI法に基づいた事業の数であり、サービス提供期間中に契約解除又は廃止した
事業及び実施方針公表以降に事業を断念しサービスの提供に及んでいない事業は含んでいない。

（注２）契約金額は、実施方針を公表した事業のうち、当該年度に公共負担額が決定した事業の当初契約金額を内閣府調査により把握しているものの
合計額であり、PPP/PFI推進アクションプラン（平成29年6月9日民間資金等活用事業推進会議決定）における事業規模と異なる指標である。

（注３）グラフ中の契約金額は、億円単位未満を四捨五入した数値。
（注4）これまで平成24年度以前の数値は一部の事業（BT方式、DBO方式、施設整備費を一括で支払う事業）を含めていなかったが、今次集計より平

成25年度以後の数値との統一を図り、修正を行った。

3
13

39
86

131

176

219

264

309
349

383
400

424
446

477
518

553

609

0 
359 

1,542 
3,358 

6,895 
9,078 

14,920 

20,561 

26,112 

33,160 

37,692 
40,059 

41,373 
45,525 

46,527 
47,948 

51,593 
54,686 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0

100

200

300

400

500

600

700

H11

年度

H12

年度

H13

年度

H14

年度

H15

年度

H16

年度

H17

年度

H18

年度

H19

年度

H20

年度

H21

年度

H22

年度

H23

年度

H24

年度

H25

年度

H26

年度

H27

年度

H28

年度

実施方針公表件数（累計） 契約金額（累計）

（事業数） （億円）

事業数及び契約金額の推移（累計）

H29.3.31現在の累計

事業数：609件

事業費：54,686億円



【類型Ⅱ】
収益型事業

【類型Ⅰ】
コンセッション事業

運営権者公共施設 料金
収入

事業者

建設・運営

公共施設
外部委託業務A

外部委託業務B

修繕等

直営業務

①サービス購入型ＰＦＩ事業 ②包括的民間委託

１．ＰＰＰ／ＰＦＩの現状

（参考） ＰＰＰ／ＰＦＩとは

ＰＰＰ（Public Private Partnership）

公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連
携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資

金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの。

【類型Ⅰ】
公共施設等運営権制度を活用した

ＰＦＩ事業（コンセッション事業）

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）

PFI法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、
運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を

活用して行う手法。

ＰＰＰ/ＰＦＩの概念図 各類型のスキーム図 （※以下は、各類型の一例）

建設・運営

公共施設

民間
施設

公共施設

公共（管理者）

運営

所有 所有

運営
（包括・複数年）

所有所有
（ＢＴＯ：建設後
ＢＯＴ：運営後）

公共（管理者）

公共（管理者）公共（管理者）

事業者 事業者

関連事業等
からの収入

関連
事業

対価
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【類型Ⅲ】
公的不動産の有効活用を図るＰＰＰ事業

（公的不動産利活用事業）

【類型Ⅲ】公的不動産利活用事業

公共
（管理者）

公共施設

事業者
運営 所有

建設費＋
運営費

民間施設

事業者
建設・運営

公有地

公共
（管理者）

所有

地代

＜公有地利活用＞ ＜公共施設利活用＞

【類型Ⅳ】その他のＰＰＰ/ＰＦＩ事業

賃料等

【類型Ⅳ】
その他の

ＰＰＰ/ＰＦＩ事業
（①サービス購入

型ＰＦＩ事業）

（②包括的民間委託）

運営費

運営権
設定

【類型Ⅱ】
収益施設の併設・活
用など事業収入等で

費用を回収する
ＰＰＰ/ＰＦＩ事業
（収益型事業）



分野別実施方針公表件数

１．ＰＰＰ/ＰＦＩの現状 - ＰＦＩ事業の実施状況②
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分 野
事業主体別

合計
国 地方 その他

教育と文化（文教施設、文化施設 等） 3 160 37 200

生活と福祉（福祉施設 等） 0 23 0 23

健康と環境（医療施設、廃棄物処理施設、斎場 等） 0 97 2 99

産業（観光施設、農業振興施設 等） 0 14 0 14

まちづくり（道路、公園、下水道施設、港湾施設 等） 14 116 2 132

安心（警察施設、消防施設、行刑施設 等） 8 17 0 25

庁舎と宿舎（事務庁舎、公務員宿舎 等） 42 14 4 60

その他（複合施設 等） 7 49 0 56

合 計 74 490 45 609

（平成29年3月31日現在）

（注）事業数は、内閣府調査により実施方針の公表を把握しているPFI法に基づいた事業の数であり、サービス提供期間中に契約解除又は廃止した
事業及び実施方針公表以降に事業を断念しサービスの提供に及んでいない事業は含んでいない。



・ 推進のための施策として、新たに「公的不動産における官民連携の推進」を明記
・ 平成２８年度のフォローアップにより具体的施策をブラッシュアップ（優先的検討の更なる推進等）
・ 空港をはじめとした従来のコンセッション事業等の重点分野にクルーズ船向け旅客ターミナル施設及びＭＩＣＥ施設を追加

改
定
の

ポ
イ
ン
ト

毎年度のフォローアップと事業規模や施策の進捗状況の「見える化」、アクションプランの見直しＰＤＣＡサイクル

２１兆円（平成２５～３４年度の１０年間）
コンセッション事業７兆円、収益型事業５兆円（人口２０万人以上の各地方公共団体で実施を目指す） 、
公的不動産利活用事業４兆円（人口２０万人以上の各地方公共団体で２件程度の実施を目指す）、その他事業５兆円

事業規模目標

○コンセッション事業の具体化のため、重点分野にお
ける目標の設定

○独立採算型だけでなく、混合型事業の積極的な検
討推進

コンセッション事業の推進

○インフラ分野での活用の裾野拡大

○地域プラットフォームを通じた案件形成の推進

・運用マニュアルの周知による形成の働きかけ

・広域的な地域プラットフォーム形成・運営の支援

○民間提案の積極的活用

・民間提案活用指針を平成29年度末までに策定

・民間提案支援を平成29年度から実施

○情報提供等の地方公共団体に対する支援

・バンドリング・広域化、公的不動産利活用事業の優
良事例の横展開、ワンストップ窓口の強化・周知

○PFI推進機構の資金供給機能や案件形成のための
コンサルティング機能の積極的な活用

地域のＰＰＰ／ＰＦＩ力の強化

○地域の価値や住民満足度の向上、新たな投資や
ビジネス機会の創出に繋げるための官民連携の
推進

・公園におけるＰＰＰ／ＰＦＩ手法の拡充

・遊休文教施設の利活用

・公共施設等総合管理計画・固定資産台帳の整備・
公表による民間事業者の参画を促す環境整備

公的不動産における官民連携の推進

○公共施設等総合管理計画・個別施設計画の
策定・実行開始時期に当たる今後数年間に
おいて、国及び全ての地方公共団体で優先
的検討規程の策定・運用が進むよう支援を
実施

・国及び人口20万人以上の地方公共団体にお
ける的確な運用、優良事例の横展開の具体
的推進

・人口20万人以上の地方公共団体が速やか
に策定完了するよう支援実施

・地域の実情や運用状況を踏まえた人口20万
人未満の地方公共団体への適用拡大

実効性のある優先的検討の推進

PPP/PFI推進のための施策

改
定
版
概
要

今後多くの公共施設等が老朽化による更新時期を迎える中、公的負担の抑制に資するＰＰＰ／ＰＦＩが有効な事業は
どの地方公共団体等でも十分に起こりうるものであり、また良好な公共サービスの実現・新たなビジネス機会の創出
も期待できるため、国及び地方は一体となってＰＰＰ／ＰＦＩの更なる推進を行う必要がある

背
景

空港【６件達成】、水道【６件：～平成３０年度】、下水道【６件：～平成２９年度】
道路【１件達成】 、文教施設【３件：～平成３０年度】、公営住宅【６件：～平成３０年度】
クルーズ船向け旅客ターミナル施設 【３件：～平成３１年度】、ＭＩＣＥ施設 【６件：～平成３１年度】

コンセッション事業
等の重点分野

２．ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（平成29年改定版）
（平成29年６月９日PFI推進会議決定）（概要）

※橙字は主な改定事項
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うちH29年度中

13 9 69.2% 4 4（※2） 13 100.0% 0

都道府県 47 34 72.3% 13 10 47 100.0% 0

政令市 20 18 90.0% 2 2 20 100.0% 0

人口20万人以上の市区 114 70 61.4% 43 32 113 99.1% 1

小　計 181 122 67.4% 58 44 180 99.4% 1

（参考）人口20万人未満の市区町村 1,607 24 1.5% 182 36 206 12.8% 1,401

合　計 1,788 146 8.2% 240 80 386 21.6% 1,402

策定済・予定団体数 策定しない

国

地
方
公
共
団
体

今後策定予定
策定主体 団体数 策定済（※1）

○平成29年3月末時点の優先的検討規程の策定状況についてアンケート調査を実施
○回答率：100%

○国における策定状況
策定済（平成29年3月末時点） ： 69.2% 今後策定予定含む ： 100.0%

○人口20万人以上の地方公共団体における策定状況
策定済（平成29年3月末時点） ： 67.4% 今後策定予定含む ： 99.4%

（※1） 地方公共団体の策定済には「平成29年3月中に策定見込み」と回答した団体も含む。
（※2） 2省庁は平成29年度第1四半期（6月末）までに策定済。

国及び全ての人口20万人以上の地方公共団体において、速やかに優先的検討規程の策定が完了する
よう、未策定団体の訪問等により、策定における課題の解消に向けた助言等の支援を実施する。

（参考） 国・地方公共団体における優先的検討規程の策定状況
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地域の企業、金融機関、地方公共団体等が集まり、

PPP/PFI事業のノウハウ習得と案件形成能力の向上

を図り、具体の案件形成を目指した取り組みを推進す

る。

平成28年度内閣府支援地域

平成27年度内閣府支援地域

習志野市（千葉県）

民間を活用した公共施設再編

岡山市（岡山県）

未利用公有資産の有効活用

浜松市（静岡県）

大合併後の公共資産経営

神戸市（兵庫県） 福岡市等（福岡県）

民間提案の促進
地域の枠を越えた
官民ネットワーク形成

西九州部北部地域における
将来的な広域連携の推進

地元

企業

その他

有識者

地方

公共団体

地域金融機関

PFI推進機構等

主な取組：

○ 事例研究を通じたノウハウ習
得

○ 異業種間のネットワーク形成

○ 具体事例での官民対話

○ 民間提案の試行 等

公共施設マネジメントの
最適な実施

公共施設の最適配置と
コンパクトなまちづくりの推進

北陸新幹線開業等に伴う
周辺開発への民間活力導入

大学が主体となり、県と11市町
村が参加する広域的取組

盛岡市（岩手県） 富山市等（富山県） 福井銀行等（福井県） 滋賀大学等（滋賀県） 佐世保市（長崎県）
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（参考） ＰＰＰ／ＰＦＩ地域プラットフォームとは
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関西国際空港
大阪国際空港

平成26年7月に実施方針を公表。
平成27年12月にｵﾘｯｸｽ、ｳﾞｧﾝｼ・ｴｱﾎﾟｰﾄｺﾝ
ｿｰｼｱﾑの新会社（SPC）と実施契約を締結。
平成28年4月に事業を開始し、運営事業を
実施中。

空 港

仙台空港 平成26年4月に実施方針を公表。
平成27年12月に東急前田豊通ｸﾞﾙｰﾌﾟの新
会社（SPC）と実施契約を締結。
平成28年7月に事業を開始し、運営事業を
実施中。

水 道

奈良市 平成28年3月に実施方針の条例案を議会に
提出。継続して検討中。

下水道

愛知県
道路公社

地方道路公社の有料道路事業へのコンセッ
ション導入に向け、平成27年の通常国会にお
いて特区法が改正。平成28年8月に前田ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟの新会社（ＳＰＣ）と実施契約を締結。
平成28年10月に事業を開始し、運営事業を
実施中。

道 路

浜松市 平成30年4月の事業開始に向け、平成28年5
月に募集要項等を公表し、平成29年3月に優
先交渉権者を決定。

但馬空港 平成27年1月に事業を開始し、運営事業を
実施中。

高松空港 平成30年4月頃の事業開始に向け、平成28
年9月に募集要項を公表。

大阪市 平成26年11月に実施方針案を公表（平成27
年8月に改訂）。

奈良市 平成28年3月に実施方針の条例案を議会に
提出。継続して検討中。

三浦市 平成28年12月に事業の調査審議を行う審議
会を設置する条例が公布。

神戸空港 平成30年4月頃の事業開始に向け、平成28
年10月に募集要項を公表。

静岡空港 平成31年4月頃の事業開始に向け、平成28
年5月からマーケットサウンディングを実施。

福岡空港 平成31年4月頃の事業開始に向け、平成29
年3月に実施方針を公表。

北海道内
複数空港

広島空港

浜松市

伊豆の国市

宮城県

須崎市

宇部市

平成29年度にデューディリジェンスを実施。

平成29年度にデューディリジェンスを実施。

平成29年度にデューディリジェンスを実施。

平成29年度にデューディリジェンスを実施。

平成29年度にデューディリジェンスを実施。

平成28年度にデューディリジェンスを実施。

平成29年度にデューディリジェンスを実施。熊本空港

平成29年度にデューディリジェンスを実施。

（参考） コンセッション事業の重点分野の進捗状況
平成29年3月31日時点



４．公的サービス・資産の民間開放（PPP/PFIの活用拡大等）

(2) 新たに講ずべき具体的施策

ⅰ) 成長対応分野で講ずべき施策

・指定管理者でない公共施設等運営権者が、特定の第三者に対して、公共施設等の設置の目的の範囲内であっても使用を許
すことが可能となるよう、PFI法について、次期通常国会において必要な法制上の措置を講ずる。

ⅱ) 成熟対応分野で講ずべき施策

・地方公共団体による公共施設等運営権方式の上下水道事業への導入を促進する観点から、一定の期間を設け、今後の横展
開の呼び水となる先駆的取組を通じ当該事業に有する債務を運営権対価で繰上償還する際に、補償金の免除・軽減により特
例的に支援するため、PFI法について、来年度から適用されるよう必要な措置を講ずる。

ⅲ)推進体制の整備・運用のための施策

・公共施設等運営権方式を活用したPFI事業の推進に当たっては、以下の「５原則」が必要であることから、内閣府の機能や権限、
その権限の行使のための組織の在り方（外部の中立的な専門機関の組成を含む）について、諸外国の事例を踏まえて検討し、
必要に応じ、次期通常国会までにPFI法について所要の措置を講ずる。

①ガイドライン化されたルールの運用と遵守徹底

分野を超えて公共施設等運営権方式が遵守すべきルールを、官民の議論を踏まえてガイドラインにまとめ、これを個別案件において徹
底的に実施させる仕組みであるべき。

②入口から出口までのハンズオン支援の実施
公共施設等運営権方式を初めて活用する地方公共団体など、ノウハウに乏しい管理者に対してプロジェクトの「入口から出口まで」並走
し、徹底的に支援できる仕組みであるべき。

③関係省庁との協議のワンストップ化
新たな分野やアプローチで公共施設等運営権方式に取り組む管理者が、複数の関係省庁と協議する際に、管理者ができるだけワンス
トップで協議が可能な窓口となる仕組みであるべき。

④PDCAサイクルの確立
全ての公共施設等運営権方式の案件で、運営権者の選定後に選定プロセス全体を振り返って評価し、官民双方の立場から改善点を明
らかにし、ガイドライン等に常に反映させることができる仕組みであるべき。

⑤管理者と運営権者の間での調整・仲裁機能の確保
公共施設等運営権方式の事業開始後においても、運営権者からの改善要望を聞き、これを管理者に伝えることで、新たな取り組みを常
に生み出せる仕組みであるべき。

３．「未来投資戦略2017」 （平成29年６月９日閣議決定）（抜粋）
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第２章 成長と分配の好循環の拡大と中長期の発展に向けた重点課題
２．成長戦略の加速等
（６）海外の成長市場との連携強化
② 戦略的な輸出・観光促進（P.16）

（略）

観光を我が国の基幹産業へと成長させるため、ナイトエンターテインメント、伝統芸能等の外国人向けコンテンツの開発
や受入体制の整備などによる新しい観光資源の開拓、国別戦略に基づくプロモーションの高度化、重要な国際学術会議
などのＭＩＣＥ誘致、ビザの戦略的緩和と審査体制の整備等を推進する。また、羽田空港の飛行経路見直しやコンセッ
ション等による空港の機能強化、官民連携による国際クルーズ拠点の形成、革新的な出入国審査などのＣＩＱの計画的な
物的・人的体制整備、上質な宿泊施設の拡充の促進、多様な民泊サービスの健全な普及を図る。さらに、通訳ガイドの
質・量の充実、旅行商品の企画・手配を行うランドオペレーターの登録制度の導入、外国人患者受入れ体制やキャッシュ
レス環境の整備、観光地周辺の公共交通の充実や多言語対応等を推進する。

第３章 経済・財政一体改革の進捗・推進
３．主要分野ごとの改革の取組
（２） 社会資本整備等
① 基本的な考え方（P.36）

都市・まちの生産性向上を実現するため、インフラや土地等のストックを面で再生する仕組みを強化する。このため、改
革項目について、改革工程表に沿って着実に改革を実行するとともに、コンパクト・プラス・ネットワークの形成、土地利用
の再生、公的ストックの適正化、インフラ管理のスマート化を推進する。また、公共施設等の整備・運営に係る公的負担の
抑制を図りつつ、民間投資やビジネス機会の拡大を図るため、「未来投資戦略2017」及び「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプ
ラン（平成29年改定版）」に沿って、ＰＰＰ／ＰＦＩの普及を着実に推進する。さらに、既存施設の最大限の活用を図りつつ、
成長力を強化する分野に重点化する。
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（２） 社会資本整備等（続き）

⑤ＰＰＰ／ＰＦＩの推進（P.38）

上下水道等の経営の持続可能性を確保するため、2022年度（平成34年度）までの広域化を推進するための目標を掲
げるとともに、「未来投資戦略2017」及び「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（平成29年改定版）」に基づき、コンセッション
事業等をはじめ、多様なＰＰＰ／ＰＦＩの活用を重点的に推進する。また、ＰＰＰ／ＰＦＩを活用した文教施設等の集約化・複
合化に向けて、優良事例の横展開等を推進する。

人口20万人以上の自治体をはじめ、実効ある優先的検討の運用、補助金等の目的等を踏まえた補助金採択等の際の
優先的検討の要件化、未検討案件への支援の縮小、地域プラットフォームの形成、案件発掘支援の拡充などの入口から
出口までのハンズオン支援等を通じて、案件形成を促進する。

同アクションプランにおいて「公的不動産」を重点的に進める分野と位置付け、複数施設の整備・運営等を一括して事
業化する「バンドリング・広域化」の案件形成、民間資金等活用事業推進機構の積極的な活用等を推進する。

４． 「経済財政運営と改革の基本方針2017（骨太方針）」 （抜粋）②
（平成29年６月９日閣議決定）
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